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建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（案）及び

建 築 基 準 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の

整備等に関する政令（案）について

平 成 １ ４ 年 １ ０ 月

国土交通省

住 宅 局市街地建築課

都市・地域整備局都 市 計 画 課

市街地整備課

１．制定の背景

居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する合理的かつ機動的な建築制限及び

都市計画制限を行うため、地域の実情に応じた容積率制限の多様化、道路の採光等に配

慮した建築物に対する高さ制限の緩和等の建築物の形態規制の合理化、地区計画、住宅

地高度利用地区計画及び再開発地区計画の統合、地区整備計画等において定めるべき事

項及び当該事項が定められた場合における建築物の形態規制の特例の多様化等の地区計

画等に関する制度の合理化、土地所有者等による都市計画の提案制度の創設等を内容と

する建築基準法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）については、

第１５４回国会において成立し、平成１４年７月１２日に公布されたところです（平成

１４年法律第８５号 。）

今般、改正法の施行に伴い、前面道路等との関係についての建築物の各部分の高さの

制限を適用しない建築物の基準、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物の容積

率の上限の数値の算出方法、都市計画の決定等の提案をすることができる一団の土地の

区域の規模を定める等関係政令の規定について所要の規定の整備を行う等の必要がある

ため、建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び建築基準法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令を制定することとしま

す。

２．建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案

建築基準法等の一部を改正する法律は、シックハウス対策に関係する改正規定を除い

て平成１５年１月１日から施行することとする。ただし、一定の住宅について用途地域

に関する都市計画で定める容積率の１．５倍を限度としてその容積率を緩和することが

できるものとする改正規定（建築基準法第５２条第７項）中、特定行政庁による区域の

指定及び数値の決定のための都道府県都市計画審議会の議決に係る部分は、本政令の公

布の日から施行することとする。



３．建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案

＜建築基準法施行令＞

（ ）①ガソリンスタンド等の地下貯蔵量規制の緩和 建築基準法第４８条及び別表第二関係

第二種中高層住居専用地域から商業地域までの用途地域内において、地下貯蔵槽に

より第一石油類又はアルコール類を貯蔵する建築物であって、その容量の合計が５万

リットルを超えるものについても建築することができることとする。

②一定の住宅について用途地域に関する都市計画で定める容積率の緩和の上限の数値の

算出方法（建築基準法第５２条第７項関係）

一定の住宅について用途地域に関する都市計画で定める容積率の緩和の上限の数値

の算出方法は、以下の式により計算する方法とする。

Vc３
＝Vr

３－Ｒ

この式において、 、 及びＲは、それぞれ次の数値を表すものとする。Vr Vc
法第５２条第７項の政令で定める方法により算出した数値Vr
建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率のVc

数値

Ｒ 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対す

る割合

（ ）③②に規定する一定の住宅が有するべき空地の規模等 建築基準法第５２条第７項関係

（１）空地の規模

②に規定する一定の住宅が有するべき空地の規模は、以下の表(イ)欄に掲げる建ぺ

い率の最高限度に応じて、建築物の敷地面積に表(ロ)欄の数値を乗じて得た面積以上

。 、 、 、 、とする ただし 地方公共団体は 条例で 以下の表(ハ)欄に掲げる数値の範囲内で

建築物の敷地面積に乗ずべき数値を別に定めることができる。

(ロ)建築物の敷地面積に乗 (ハ)条例で定めることがで
(イ)建ぺい率の最高限度

ずべき数値 きる乗ずべき数値

１から建ぺい率の最高限度

建 ぺ い 率 の 最 高 限 度 が を 減 じ た 数 値 に １ ． ５ ／

４．５／１０以下の場合 １０を加えた数値を超え、
１から建ぺい率の最高限度

８．５／１０以下の範囲
を 減 じ た 数 値 に １ ． ５ ／

１から建ぺい率の最高限度



１０を加えた数値
建 ぺ い 率 の 最 高 限 度 が を 減 じ た 数 値 に １ ． ５ ／

４．５／１０を超え、５／ １０を加えた数値を超え、

１０以下の場合 当該減じた数値に３／１０

を加えた数値以下の範囲

６．５／１０を超え、１か
建 ぺ い 率 の 最 高 限 度 が

ら建ぺい率の最高限度を減
５／１０を超え、５．５／ ６．５／１０

じた数値に３／１０を加え
１０以下の場合

た数値以下の範囲

１から建ぺい率の最高限度

１から建ぺい率の最高限度 を減じた数値に２／１０を
建 ぺ い 率 の 最 高 限 度 が

を減じた数値に２／１０を 加えた数値を超え、当該減
５．５／１０を超える場合

加えた数値 じた数値に３／１０を加え

た数値以下の範囲

建ぺい率の最高限度が定め ２／１０を超え、３／１０
２／１０

られていない場合 以下の範囲

（２）道路に接して有効な空地の部分の規模

②に規定する一定の住宅が有するべき道路に接して有効な空地の部分の規模は、

（１）に規定する空地の規模に２分の１を乗じて得たもの以上とする。

（３）敷地面積の規模

②に規定する一定の住宅が有するべき敷地面積の規模は、以下の表(イ)欄に掲げる

地域に応じて表(ロ)欄の規模以上とする。ただし、地方公共団体は、条例で、以下の

表(ハ)欄に掲げる数値の範囲内で、敷地面積の規模を別に定めることができる。

(ハ)条例で定めることがで
(イ)地域 (ロ)敷地面積の規模

きる敷地面積の規模

第一種住居地域、第二種住

居地域、準住居地域又は準

工業地域（高層住居誘導地

区及び特定行政庁が都道府 ５００㎡以上
２，０００㎡

県都市計画審議会の議を経 ４，０００㎡未満

て指定する区域（以下「高

層住居誘導地区等」とい

う ）を除く ）。 。

近隣商業地域（高層住居誘

導地区等を除く ）又は商。
５００㎡以上

業地域（特定行政庁が都道 １，０００㎡
２，０００㎡未満

府県都市計画審議会の議を



。）経て指定する区域を除く

○建築物の敷地が表(イ)欄に掲げる地域とそれ以外の地域にわたる場合においては、その全部について、表に掲

げる地域に関する規定を適用する。

○建築物の敷地が、表(イ)欄の上段に掲げる地域と下段に掲げる地域にわたる場合においては、その全部につい

て、敷地の属する面積が大きい方の地域に関する表の規定を適用する。

④天空率の定義（建築基準法第５６条第７項関係）

「天空率」とは、以下の式によって計算した数値とする。

As Ab－
＝Rs

As
この式において、 、 及び は、それぞれ次の数値を表すものとする。Rs As Ab

天空率Rs
地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球（以下「想定As

半球という ）の水平投影面積。」

建築物及びその敷地の地盤を の想定半球と同一の想定半球に投影しAb As
た投影面の水平投影面積

⑤道路高さ制限を適用しない建築物の基準等（建築基準法第５６条第７項第１号関係）

〔基準〕

建築基準法第５６条第７項第１号に掲げる規定による高さの制限（以下「道路高さ

制限」という ）を適用しない建築物の基準は、道路高さ制限が適用される範囲内に。

おける建築しようとする建築物（以下「計画建築物」という ）の天空率が、道路高。

さ制限が適用される範囲内における道路高さ制限に適合する建築物（以下「道路高さ

制限適合建築物」という ）の天空率以上であることとする。。

さらに、計画建築物の前面道路の境界線からの後退距離は、道路高さ制限適合想定

建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上とする。

○計画建築物の敷地が道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域等にわたる場

合には、当該地域等ごとに天空率を算定する。

○計画建築物の前面道路が２以上ある場合には、建築基準法施行令第１３２条又は第１３４条第２項に規定する

区域ごとに天空率を算定する。

〔天空率の算定位置〕

天空率の算定位置は、前面道路の路面の中心の高さにおける、計画建築物の敷地の

前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置と

する。

上記の算定位置間の延長が前面道路の幅員の２分の１を超える場合にあっては、当



該位置の間に前面道路の幅員の２分の１以内の間隔で均等に配置した位置とする。

○計画建築物の敷地が道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域等にわたる場

合には、当該地域等ごとに天空率の算定位置を設けるものとする。

○計画建築物の前面道路が２以上ある場合には、建築基準法施行令第１３２条又は第１３４条第２項に規定する

区域ごとに天空率の算定位置を設けるものとする。

○計画建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより１ｍ以上高い場合においては、前面道路の路面

の中心は、当該高低差から１ｍを減じたものの２分の１だけ高い位置にあるものとみなす。

⑥隣地高さ制限を適用しない建築物の基準等（建築基準法第５６条第７項第２号関係）

〔基準〕

建築基準法第５６条第７項第２号に掲げる規定による高さの制限（以下「隣地高さ

制限」という ）を適用しない建築物の基準は、隣地高さ制限が適用される範囲内に。

おける計画建築物の天空率が、隣地高さ制限が適用される範囲内における計画建築物

と同一の敷地内の同一の地盤面において隣地高さ制限に適合する建築物（以下「隣地

高さ制限適合建築物」という ）の天空率以上であることとする。。

さらに、計画建築物の隣地境界線からの後退距離は、隣地高さ制限適合建築物の隣

地境界線からの後退距離以上とする。

○計画建築物の敷地が隣地高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域等にわたる場

合には、当該地域等ごとに天空率を算定する。

○計画建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が３ｍを超える場合には、計画建築物が周囲の地面と接する位

置の高低差が３ｍ以内となるようにその敷地を区分した区域ごとに天空率を算定する。

〔天空率の算定位置〕

天空率の算定位置は、計画建築物の敷地の地盤面の高さにおける、建築基準法第

５６条第７項第２号に規定する外側の線の計画建築物の敷地に面する部分の両端上の

位置とする。

上記の算定位置間の延長が、当該位置が隣地境界線からの水平距離が１６ｍだけ外

側の線上にある場合には８ｍ又は１２．４ｍだけ外側の線上にある場合には６．２ｍ

を超えるときは、当該位置の間にそれぞれ８ｍ又は６．２ｍ以内の間隔で均等に配置

した位置とする。

○計画建築物の敷地が隣地高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域等にわたる場

合には、当該地域等ごとに天空率の算定位置を設けるものとする。

○計画建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が３ｍを超える場合には、計画建築物が周囲の地面と接する位

置の高低差が３ｍ以内となるようにその敷地を区分した区域ごとに天空率の算定位置を設けるものとする。

○計画建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面又は平均地表面より１ｍ以上低い場合においては、計画建築物の敷

地の地盤面は、当該高低差から１ｍを減じたものの２分の１だけ高い位置にあるものとみなす。



⑦北側高さ制限を適用しない建築物の基準等（建築基準法第５６条第７項第３号関係）

〔基準〕

建築基準法第５６条第７項第３号に掲げる規定による高さの制限（以下「北側高さ

制限」という ）を適用しない建築物の基準は、北側高さ制限が適用される範囲内に。

おける計画建築物の天空率が、北側高さ制限が適用される範囲内における計画建築物

と同一の敷地内の同一の地盤面において北側高さ制限に適合する建築物（以下「北側

高さ制限適合建築物」という ）の天空率以上であることとする。。

○計画建築物の敷地が北側高さ制限による高さの限度として加える高さが異なる地域にわたる場合には、当該地

域ごとに天空率を算定する。

○計画建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が３ｍを超える場合には、計画建築物が周囲の地面と接する位

置の高低差が３ｍ以内となるようにその敷地を区分した区域ごとに天空率を算定する。

〔天空率の算定位置〕

天空率の算定位置は、計画建築物の敷地の地盤面の高さにおける、計画建築物の敷

地の真北に面する部分の両端から真北方向の建築基準法第５６条第７項第３号に規定

する外側の線上の位置とする。

上記の算定位置間の延長が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

内の建築物にあっては１ｍ、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地

域内の建築物にあっては２ｍを超えるときは、当該位置の間にそれぞれ１ｍ又は２ｍ

以内の間隔で均等に配置した位置とする。

○計画建築物の敷地が北側高さ制限による高さの限度として加える高さが異なる地域にわたる場合には、当該地

域ごとに天空率の算定位置を設けるものとする。

○計画建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が３ｍを超える場合には、計画建築物が周囲の地面と接する位

置の高低差が３ｍ以内となるようにその敷地を区分した区域ごとに天空率の算定位置を設けるものとする。

○計画建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面又は平均地表面より１ｍ以上低い場合においては、計画建築

物の敷地の地盤面は、当該高低差から１ｍを減じたものの２分の１だけ高い位置にあるものとみなす。

⑧一団地内の空地及び一団地の面積の規模（建築基準法第８６条第３項及び第４項並び

に第８６条の２第２項関係）

一団地内に２以上の構えをなす建築物で、その位置及び構造について特定行政庁の

、 、許可を得た場合においては これら建築物を同一敷地内にあるものとみなすとともに

その許可の範囲内において、これら建築物に係る容積率制限、斜線制限を緩和できる

、もの等とする建築物が有するべき一団地内の空地及び一団地の面積の規模については

いわゆる総合設計制度により建築される建築物が有するべき空地及び敷地面積の規模

について定める建築基準法施行令第１３６条各項の規定を準用するものとする。



＜都市計画法施行令＞

①再開発等促進区の創設に伴う所要の規定の追加（都市計画法第１２条の５第４項第２

号関係）

都市計画法第１２条の５第４項第２号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、

広場その他の公共空地とする。

②住宅地高度利用地区計画の廃止に伴う住宅地高度利用地区計画に係る規定の削除

③地区計画の策定に関する基準（都市計画法第１３条第５項関係）

再開発等促進区の創設に伴い、地区計画の策定に関する基準に係る規定について所要

の整理を行う（下線部 。）

地区計画を都市計画に定めるについて必要な政令で定める基準は、次に掲げるものと

する。

一 地区施設及び都市計画法第１２条の５第４項第２号に規定する施設の配置及び

規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効

果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境を形成し、又は保持する

よう、必要な位置に適切な規模で定めること。

二 建築物等に関する事項（再開発等促進区におけるものを除く ）は、建築物等。

が各街区においてそれぞれ適正かつ合理的な土地の利用形態を示し、かつ、その

配列、用途構成等が一体として当該区域の特性にふさわしいものとなるように定

めること。

、 、三 再開発等促進区における建築物等に関する事項は 市街地の空間の有効な利用

良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進等を考慮して、建築物

等が当該区域にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な

土地の利用形態となるように定めること。

四 再開発等促進区における地区整備計画の区域は、建築物及びその敷地の整備並

びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとな

るように定めること。

④地区計画等に定める事項のうち都道府県知事の同意を要するもの（都市計画法第１９

条第３項関係）

住宅地高度利用地区計画及び再開発地区計画の廃止と再開発等促進区及び沿道再開発

等促進区の創設に伴い、地区計画等に定める事項のうち都道府県知事の同意を要するも

のについて所要の整理を行う（下線部 （市街化調整区域内において定める地区計画、）

防災街区整備地区計画及び集落地区計画については実質的な改正なし 。。）

【地区計画（市街化調整区域内において定めるものを除く 】。）

一 地区計画の位置及び区域



二 地区施設のうち道路（袋路状のものを除く ）で幅員８メートル以上のものの配。

置及び規模

三 再開発等促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの

イ 土地利用に関する基本方針

ロ 都市計画法第１２条の５第４項第２号に規定する施設の配置及び規模

四 建築物等に関する事項（再開発等促進区におけるものを除く ）のうち、次に掲。

げるもの（これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域等において定められる

場合に限る ）。

イ 建築物等の用途の制限

ロ 建築物の容積率の最高限度

五 再開発等促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの（ハに掲

げるものにあっては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建ぺ

い率を超えて定められる場合に限る ）。

イ 建築物等の用途の制限

ロ 建築物の容積率の最高限度

ハ 建築物の建ぺい率の最高限度

六 都市計画法第１２条の１１に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築

物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建

築物等の建築又は建設の限界

【沿道地区計画】

一 沿道地区計画の位置及び区域

二 沿道の整備に関する方針

三 幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条第２項第２号に規定する沿道地区施設

のうち次に掲げるものの配置及び規模

イ 緑地その他の緩衝空地

ロ 道路（袋路状のものを除く ）で幅員８メートル以上のもの。

四 沿道再開発等促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの

イ 土地利用に関する基本方針

ロ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条第４項第２号に規定する施設の配置

及び規模

五 建築物等に関する事項（沿道再開発等促進区におけるものを除く ）のうち、次。

に掲げるもの（ニ及びホに掲げるものにあっては、これらの事項が都道府県が定め

る地域地区等において定められる場合に限る ）。

イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率（幹線道路の沿道の整備に関する法律第９

条第６項第２号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。次号イに

おいて同じ ）の最低限度。

ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限

ハ 建築物等の高さの最低限度

ニ 建築物の容積率の最高限度

ホ 建築物等の用途の制限



六 沿道再開発等促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの（ホ

に掲げるものにあっては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の

建ぺい率を超えて定められる場合に限る ）。

イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度

ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限

ハ 建築物等の高さの最低限度

ニ 建築物の容積率の最高限度

ホ 建築物の建ぺい率の最高限度

ヘ 建築物等の用途の制限

⑤都市計画の提案に係る土地の区域の規模要件 都市計画法第２１条の２第１項関係 新（ 【

設 ）】

都市計画の提案に係る土地の区域の規模は、０．５ヘクタールとする。ただし、特に

必要があると認められるときは、都道府県又は市町村は、条例で、区域又は計画提案に

係る都市計画の種類を限り、０．１ヘクタール以上０．５ヘクタール未満の範囲内で、

規模を別に定めることができる。

⑥都市計画法第５８条の２第１項第５号の政令で定める行為（都市計画法第５８条の２

第１項第５号関係）

地区計画について新たに容積率等の特例制度（高度利用と都市機能の更新とを図る地

区整備計画）が適用されることとなったこと及び再開発等促進区の創設等に伴い、都市

計画法第５８条の２第１項第５号の政令で定める行為に関する都市計画法施行令第３８

条の７第２号の規定について所要の整理を行う（下線部 。）

一 略

二 建築基準法第６条第１項（同法第８７条第１項又は第８８条第２項において準用す

る場合を含む ）の確認又は同法第１８条第２項（同法第８７条第１項又は第８８条。

第２項において準用する場合を含む ）の通知を要する建築物の建築、工作物の建設。

又は建築物等の用途の変更（当該建築物等又はその敷地について地区計画において定

められている内容（次に掲げる事項を除く ）のすべてが同法第６８条の２第１項（同。

法第８７条第２項若しくは第３項又は第８８条第２項において準用する場合を含む ）。

の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る ）。

イ 地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第６

８条の５の規定により同法第５２条第１項第１号から第４号までに定める数値とみ

なされるもの、同法第６８条の５の２の規定により同法第５２条第１項各号に定め

る数値とみなされるもの又は同法第６８条の５の３の規定により同法第５２条第１

項第２号若しくは第３号に定める数値とみなされるもの

ロ 地区計画（地区整備計画において、都市計画法第１２条の１０の規定による壁面

の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高



限度が定められているものに限る ）において定められている建築物の容積率の最。

高限度で、当該敷地に係る建築基準法第５２条の規定による建築物の容積率の最高

限度を超えるもの

ハ 地区計画（再開発等促進区が定められている区域に限る ）において定められて。

いる次に掲げる事項

( ) 建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る都市計画法第８条第１項第１号1
に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超え

るもの

( ) 建築物の建ぺい率の最高限度で、当該敷地に係る都市計画法第８条第１項第１2
号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建ぺい率を

超えるもの

( ) 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る第一種低層住居専用地域又は第二3
種低層住居専用地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を

超えるもの

三 略

⑦都に関する特例（都市計画法第８７条の４第１項関係）

再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画で、

それぞれ再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の面積が３ヘクタールを超えるものに

ついては、都が決定することとする。

⑧建ぺい率に関する経過措置

建築基準法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第８５号）施行の際現に指定さ

れている第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又

は工業地域については、法施行の日以後これらの地域に関する都市計画において建築物

の建ぺい率が定められるまでの間は、建ぺい率が、第一種住居地域、第二種居住地域、

準住居地域、準工業地域又は工業地域にあっては１０分の６に、近隣商業地域にあって

は１０分の８に定められているものとみなす。

＜都市再開発法施行令＞

①再開発地区計画の廃止に伴う再開発地区計画に係る規定の削除

②土地区画整理事業との一体的施行について都市再開発法を適用する場合の読替え事項

の追加（都市再開発法第１１８条の３１第３項関係）

施行者は、第一種市街地再開発事業と土地区画整理事業を一体的に施行する場合にお



いて、権利変換計画の認可を受けた等のときは、権利変換期日等を施行地区（特定仮換

地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む ）を管轄する登記所。

に通知することとする。

＜幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令＞

①沿道再開発等促進区の創設に伴う所要の規定の追加（幹線道路の沿道の整備に関する

法律第９条第４項第２号関係）

幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条第４項第２号の政令で定める施設は、道路

若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

②沿道地区計画について新たに容積率等の特例制度（高度利用と都市機能の更新とを図

る沿道地区整備計画等）が適用されることとなったことに伴う所要の規定の追加（幹

線道路の沿道の整備に関する法律第９条の４及び第９条の６関係）

、幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条の４及び第９条の６の政令で定める施設は

道とする。

③幹線道路の沿道の整備に関する法律第１０条第１項第５号の政令で定める施設（幹線

道路の沿道の整備に関する法律第１０条第１項第５号関係）

沿道地区計画について新たに容積率等の特例制度が適用されることとなったこと及び

沿道再開発等促進区の創設等に伴い、幹線道路の沿道の整備に関する法律第１０条第１

項第５号の政令で定める行為に関する幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第１０

条第１号の規定について所要の整理を行う（下線部 。）

一 建築基準法第６条第１項（同法第８７条第１項又は第８８条第２項において準用す

る場合を含む ）の確認又は同法第１８条第２項（同法第８７条第１項又は第８８条。

第２項において準用する場合を含む ）の通知を要する建築物等の新築、改築若しく。

は増築又は用途の変更（当該建築物等又はその敷地について沿道地区計画において定

められている内容（次に掲げる事項を除く ）のすべてが同法第６８条の２第１項（同。

法第８７条第２項若しくは第３項又は第８８条第２項において準用する場合を含む ）。

の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る ）。

イ 沿道地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法

第６８条の５の規定により同法第５２条第１項第１号から第４号までに定める数値

とみなされるもの、同法第６８条の５の２の規定により同法第５２条第１項各号に

定める数値とみなされるもの又は同法第６８条の５の３の規定により同法第５２条

第１項第２号若しくは第３号に定める数値とみなされるもの

ロ 沿道地区計画（沿道地区整備計画において、幹線道路の沿道の整備に関する法律



第９条の６の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の

制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る ）において定めら。

れている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第５２条の規定

による建築物の容積率の最高限度を超えるもの

ハ 沿道地区計画（沿道再開発等促進区が定められている区域に限る ）において定。

められている次に掲げる事項

( ) 建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画にお1
いて定められた建築物の容積率を超えるもの

( ) 建築物の建ぺい率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画に2
おいて定められた建築物の建ぺい率を超えるもの

( ) 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る都市計画法第８条第１項第１号に3
規定する第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に関する都市計画

において定められた建築物の高さの限度を超えるもの

二 略

＜密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令＞

①密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３３条第１項第７号の政令

で定める行為（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３３条第１

項第７号関係）

防災街区整備地区計画について新たに容積率等の特例制度（住居と住居以外の用途と

） 、を適正に配分する特定建築物地区整備計画等 が適用されることとなったこと等に伴い

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３３条第１項第７号の政令で

定める行為に関する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第１

２条第１号の規定について所要の整理を行う（下線部 。）

一 建築基準法第６条第１項（同法第８７条第１項又は第８８条第２項において準用す

る場合を含む ）の確認又は同法第１８条第２項（同法第８７条第１項又は第８８条。

第２項において準用する場合を含む ）の通知を要する建築物等の新築、改築、増築、。

移転又は用途の変更（当該建築物等又はその敷地について防災街区整備地区計画にお

いて定められている内容（次に掲げる事項を除く ）のすべてが同法第６８条の２第。

１項（同法第８７条第２項若しくは第３項又は第８８条第２項において準用する場合

を含む ）の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る ）。 。

イ 防災街区整備地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建

築基準法第６８条の５の３の規定により同法第５２条第１項第２号又は第３号に定

める数値とみなされるもの

ロ 防災街区整備地区計画（特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画

において、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３２条の４の

規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築



物の高さの最高限度が定められているものに限る ）において定められている建築。

物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第５２条の規定による建築物

の容積率の最高限度を超えるもの

＜その他＞

①以上の政令のほか、関係政令の整備を行う。

②本政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日（平成１５年１月１日）か

ら施行することとする。


